
人権月間についてパート④ 

縦割り人権集会 
～小学 5.6年、中学 1～3年～ 

 12月 12日（火）～14日（木）の３・４校時に

小学校５年から中学校３年生までを縦割りで３つ

のグループに分けた「縦割り人権集会」を行いま

した。 

 インフルエンザに

よる感染拡大防止の

ため、対面での開催

でなく、オンライン

での開催となりまし

た。 

 

 

 ５年生は、水俣の現地で学んだ「水俣病の患者

やその家族への偏見・差別」について、思ったと

ことや考えたことをもとに、身の回りの差別や偏

見について考えたことを発表することができまし

た。 

 ６年生は、修学旅行を通して、平和の誓いをし

ました。原爆資料館や原爆が投下された周辺をフ

ィールドワークしたことで、戦争の恐ろしさと平

和の尊さを学ぶことができました。その学びとこ

れからの自分自身の生き方を重ねて考え、発表す

ることができました。 

 中学１年生は、部落問題学習で「わたしは負け

ない」という題材で狭山事件の石川一雄さんの生

き方（差別によって多くのことを奪われながらも

それに負けずに差別に立ち向かった不屈のここ

ろ）を学んだことを発表しました。 

 中学２年生も部落問題学習から偏見・差別の愚

かさを学び、自分達の生活を振り返って、偏見や

差別がないか、また、自分自身の差別心について

も考えることができました。 

 中学３年生は、インフルエンザで学級閉鎖等も

あり、参加できませんでした。そこで、部落差別

による就職差別について学習したことをまとめた

ものを中学校の小山先生が代読されました。 

 最後に会のまとめを中学校の髙橋誉教頭先生が

行いました。髙橋教頭先生は、「学習して思ったこ

とや考えたことを発表してくれましたが、それで

終わりでは何もならない。偏見や差別とたたかう

ために、それを行動に移してください、そうしな

いと何も変わらない。また、このような学習をし

て、心が成長していくことは、小学５年生であろ

うと中学３年生であろうと年齢には関係ありませ

ん。小学生でも人権意識が高まっている人もいれ

ば、残念ながら大人になっても人権意識がまだま

だの方もいらっしゃいます。学習を積み重ねて人

権に対する意識を高めていきましょう。」とまとめ

られました。 

菊池恵楓園見学（2年生） 

～ハンセン病患者及びその家族への偏

見・差別を考える～ 
 本校は、旧菊池医療刑務支所跡地に新設校とし

て建設されました。また、菊池恵楓園に隣接して

います。 

そのようなことか

ら、人権教育の柱と

して、「ハンセン病患

者及びその家族への

偏見・差別」につい

て学習します。 

今年度は、2年生は

園内の見学をし、5年

生で資料館の展示物を見ることで偏見や差別につ

いて学びました。 

12月 14日（木）、15

日（金）8:50～9:50、2

年生が恵楓園の見学に行

きました。境園長自ら案

内していただきました。

マスコミ（ＴＫＵ、熊

日）の取材もありまし

た。ハンセン病は、おそろしい病気であるという

イメージが植え付けられ、それが偏見や差別を助

長していきました。「らい予防法」が廃止された現

在でも未だに社会における偏見・差別が残ってい

ることなどもあり、園の外で暮らすことに不安が

あり、安心して退所することができないという人

もいることなどを学びました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

わかば学級の子どもたち

からクリスマスリースを

いただきました。すごく

上手にできています。

(^^)校長室入り口に飾り

ました。ありがとう！ 
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学校行事や子どもたちの学習の様子につきましては 

毎日ホームページを更新していますので、ご覧下さい 

https://es.higo.ed.jp/kaedenomori/ 
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